
 
 

 
新 旧 

愛媛県立農業大学校における授業料及び入学選考料徴収条例 愛媛県立農業大学校専攻科における授業料及び入学選考料徴収 
条例 

昭和60年３月22日
条例第７号

昭和60年３月22日 
条例第７号 

（授業料及び入学選考料の徴収） （授業料及び入学選考料の徴収） 
第１条 愛媛県立農業大学校総合農学科及びアグリビジネス科にお
ける授業料及び入学選考料は、この条例の定めるところにより徴 
収する。 
（授業料の納付時期） 

第３条 授業料は、前期分については４月末日までに、後期分につ 
 いては10月末日までに、それぞれ年額の２分の１に相当する額を 
 納付しなければならない。 
 （授業料及び入学選考料の不返還） 
第７条 既に納付した授業料及び入学選考料は、返還しない。ただ 
 し、授業料については、知事が特に必要と認めるときは、この限 
 りでない。 

第１条 愛媛県立農業大学校専攻科            にお 
 ける授業料及び入学選考料は、この条例の定めるところにより徴 
収する。 
（授業料の納付時期） 

第３条 授業料は、月割りにより毎月15日までに納付しなければな 
 らない。ただし、知事は、特別の事情がある場合は、前納させる 
 ことができる。 
 （授業料及び入学選考料の不返還） 
第７条 既に納付した授業料及び入学選考料は、返還しない。 

 


